
第３４号議案 

   足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会条例の一部を改正

する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２７年２月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会条例の一部を改正

する条例 

 足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会条例（平成２４年足立

区条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   足立区地域密着型サービス等事業者選定等審査会条例 

 第１条中「足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会」を「足立

区地域密着型サービス等事業者選定等審査会」に改める。 

 第２条中「及び法第８条の２」を「、法第８条の２」に改め、「地域密

着型介護予防サービス」の次に「、法第８条第２６項に規定する介護福

祉施設サービス及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成

２０年厚生労働省令第２７号）第３４条に規定する都市型軽費老人ホー

ムにおいて行う事業」を加える。 

 第４条中「５人」を「７人」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部

改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和

３９年足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 



  別表区長の部足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会の項中

「足立区地域密着型サービス等事業者選定審査会」を「足立区地域密

着型サービス等事業者選定等審査会」に改める。 

 

 （提案理由） 

 地域密着型サービス等の定義等に関する規定を整備する必要があるの

で、この条例案を提出いたします。 

 

 

 


